
特
定
入
所
者
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
・

特
定
入
所
者
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

費
軽
減
制
度

　
所
得
が
低
い
方
の
施
設
利
用
が

困
難
と
な
ら
な
い
よ
う
に
、所
得
に

応
じ
た
利
用
者
負
担
段
階
に
よ
っ

て
負
担
限
度
額
が
決
め
ら
れ
、食
費
・

居
住（
滞
在
）費
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

負
担
限
度
額
を
超
え
た
分
は
特
定

入
所
者
介
護（
介
護
予
防
）サ
ー
ビ

ス
費
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

　
平
成
27
年
度
か
ら
の
適
用
要
件

に
、
別
世
帯
の
配
偶
者
が
住
民
税

非
課
税
で
あ
る
こ
と
、
預
貯
金
な

ど
の
額
が
単
身
で
１
、
０
０
０
万

円

以

下
、

夫

婦

の

場

合

は

２
、
０
０
０
万
円
以
下
で
あ
る
こ

と
が
追
加
さ
れ
ま
し
た
。

●
対
象
施
設
・
サ
ー
ビ
ス

・
介
護
老
人
福
祉
施
設

　（
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
）

・
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉

施
設
入
所
者
生
活
介
護

・
介
護
老
人
保
健
施
設

・
介
護
療
養
型
医
療
施
設

・
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ

　
短
期
入
所
生
活（
療
養
）介
護
お

よ
び
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活

（
療
養
）

利
用
者
負
担
の

軽
減
制
度

　
介
護
保
険
で
は
、
利
用
者
負
担

の
軽
減
制
度
が
あ
り
ま
す
。
対
象

者
は
、
役
場
福
祉
課
で
手
続
き
を

し
て
く
だ
さ
い
。
制
度
を
利
用
す

る
た
め
に
は「
負
担
限
度
額
認
定

証
」な
ど
が
必
要
で
す
。

社
会
福
祉
法
人
な
ど
に
よ
る

低
所
得
者
負
担
軽
減
制
度

　
社
会
福
祉
法
人
の
中
に
は
、
著

し
く
生
計
が
困
難
な
方
が
サ
ー
ビ

ス
を
利
用
す
る
場
合
に
、
利
用
者

負
担
を
軽
減
す
る
法
人
が
あ
り
ま

す
。
軽
減
実
施
法
人
お
よ
び
対
象

サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
は
、
役
場
福

祉
課
ま
た
は
知
多
北
部
広
域
連
合

へ
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

●
手
続
き
に
必
要
な
も
の

・
介
護
保
険
被
保
険
者
証

・
本
人
お
よ
び
配
偶
者
の
預
貯
金

が
わ
か
る
預
金
通
帳
な
ど

　（
所
有
す
る
通
帳
全
部
）

・
申
請
書

※
役
場
福
祉
課
で
配
布

負
担
限
度
額
認
定
証
な
ど
の

更
新
手
続
き

  
軽
減
制
度
の
対
象
者
と
し
て
、

す
で
に
認
定
を
受
け
て
い
る
方
も

更
新
手
続
き
が
必
要
で
す
。
現
在

負
担
限
度
額
認
定
証
な
ど
を
持
っ

て
い
る
方
に
は
、
知
多
北
部
広
域

連
合
か
ら
更
新
申
請
の
案
内
を
送

付
し
ま
す
。
忘
れ
ず
に
更
新
手
続

き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

高
額
介
護

サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給

　
要
介
護
者
な
ど
が
１
か
月
間
に

受
け
た
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の
利

用
者
負
担
額
が
右
表
の
上
限
額
を

超
え
た
場
合
は
、
高
額
介
護
サ
ー

ビ
ス
費
と
し
て
知
多
北
部
広
域
連

合
か
ら
払
い
戻
し
が
あ
り
ま
す
。

対
象
と
な
る
利
用
者
負
担
額
は
、

介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
自
己
負
担
分

に
限
ら
れ
ま
す（
福
祉
用
具
購
入

費
・
住
宅
改
修
費
の
自
己
負
担
分
、

食
費
・
居
住
費
、
日
常
生
活
費
な

ど
は
対
象
外
）。

　
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給

対
象
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
方
へ

は
、知
多
北
部
広
域
連
合
か
ら「
高

額
介
護（
介
護
予
防
）サ
ー
ビ
ス
費

給
付
の
お
知
ら
せ
」
を
送
り
ま
す

の
で
、
申
請
書
を
役
場
福
祉
課
に

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
高
額
介
護

サ
ー
ビ
ス
費
は
利
用
者
負
担
額
を

支
払
っ
て
か
ら
２
年
で
時
効
と
な

り
、
申
請
で
き
な
く
な
り
ま
す
の

で
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

※
平
成
27
年
８
月
か
ら
、
課
税
所

得
１
４
５
万
円
以
上
の
方
は
現

役
並
み
所
得
相
当
の
上
限
額
と

な
り
ま
す
。
た
だ
し
、
同
一
世

帯
内
の
第
１
号
被
保
険
者
の
収

入
が
基
準
よ
り
少
な
い
場
合
は
、

申
請
に
よ
り
上
限
額
が
一
般
世

帯
に
戻
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

1

2

●申請窓口　役場　福祉課　内線１２４

●問い合わせ

　知多北部広域連合　事業課　 ０５２－６８９－２２６３

●利用者負担額の上限額

区　分
世帯および
個人の上限額

生活保護受給者など
（世帯）
15,000円

世帯全員が市町村民税非課
税であり、①または②の方
①老齢福祉年金受給者
②合計所得金額と課税年金
収入額の合計が80万円以
下の方

（世帯）
24,600円
（個人）
15,000円

世帯全員が市町村民税非課
税で上記以外の方

（世帯）
24,600円

市町村民税課税世帯（一般
世帯）の方

（世帯）
37,200円

現役並み所得相当の方　
※平成27年８月から

（世帯）
44,400円
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申
請
日
が
属
す
る
月
の
翌
月
か

ら
対
象
と
な
り
ま
す
の
で
、
案

内
が
届
い
た
場
合
は
早
急
に
手

続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

●
注
意

　
申
請
は
初
回
の
み
で
、２
回
目
以

降
の
申
請
手
続
は
不
要
で
す
。
同
一

世
帯
で
複
数
の
方
が
介
護
保
険

サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
い
る
場
合
は
、

世
帯
内
の
利
用
者
全
員
の
申
請
が

必
要
で
す
。
す
で
に
世
帯
の
一
部
の

利
用
者
が
受
給
し
て
い
る
場
合
は
、

新
た
に
対
象
と
な
る
方
の
み
申
請

書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

請
求
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

①
特
定
福
祉
用
具
購
入
費
の

　
申
請
手
続
き

福
祉
用
具
購
入
後
、
次
の
書
類

を
役
場
福
祉
課
へ
提
出

・
支
給
申
請
書（
償
還
払
い
用
ま

た
は
受
領
委
任
払
い
用
）

・
購
入
し
た
福
祉
用
具
の
カ
タ
ロ

グ
な
ど

・
領
収
証（
原
本
）

・
償
還
払
い
の
時
…
振
込
口
座
が

分
か
る
も
の（
指
定
さ
れ
た
口

座
が
本
人
名
義
で
な
い
場
合
は

委
任
状
が
必
要
）

福
祉
用
具
購
入
費
・

住
宅
改
修
費
の
給
付
制
度

　
介
護
保
険
の
被
保
険
者
で
要
支

援
・
要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る

方
が
、
福
祉
用
具
を
購
入
し
た
り
、

住
宅
改
修
を
行
っ
た
り
し
た
と
き

に
申
請
す
る
と
、
そ
の
費
用
の
一

部
が
福
祉
用
具
購
入
費
ま
た
は
住

宅
改
修
費
と
し
て
介
護
保
険
か
ら

給
付
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

●
申
請
方
法

・
償
還
払
い

被
保
険
者
が
購
入
費
ま
た
は
工

事
費
の
全
額
を
一
旦
業
者
に
支

払
い
、
そ
の
後
、
知
多
北
部
広

域
連
合
に
保
険
対
象
分
９
割
を

申
請
す
る
方
法

・
受
領
委
任
払
い

被
保
険
者
は
購
入
費
ま
た
は
工

事
費
の
保
険
対
象
分
１
割
を
業

者
に
支
払
い
、
そ
の
後
、
申
請

に
よ
り
保
険
対
象
分
９
割
を
知

多
北
部
広
域
連
合
か
ら
業
者
に

支
払
う
方
法

※
福
祉
用
具
購
入
や
住
宅
改
修

の
代
金
を
完
済
し
た
日
の
翌

日
か
ら
２
年
間
経
過
す
る
と

・
受
領
委
任
払
い
の
時
…
申
請
書

に
業
者
の
押
印
が
必
要

②
住
宅
改
修
費
の
申
請
手
続
き

　
改
修
工
事
を
行
う
前
に
事
前
協

議
書
を
役
場
福
祉
課
へ
提
出

　
　
　
　
　
　
←
　
　

　
事
前
協
議
書
の
結
果
通
知（
事

前
協
議
書
を
提
出
し
た
日
か
ら
お

お
む
ね
２
週
間
後
）
を
受
け
取
っ

た
後
、
改
修
工
事
着
工

　
　
　
　
　
　
←
　
　

　
工
事
完
了
後
、
支
給
申
請
書
を

役
場
福
祉
課
へ
提
出

避難行動要支援者
（災害時要援護者）

名簿への登録

　町では、災害発生時に避難誘導、安否確認

および避難所などでの生活支援を迅速・的確

に行うため、自分で避難できない方や助けを

呼べない方を事前に把握し、登録する「避難

行動要支援者名簿」を整備しています。対象

となる方で、名簿への登録を希望する方は問

い合わせ先へお知らせください。

●対　象

①要介護者　要介護度３～５の方

②障がい者

　身体障害者・精神障害者・療育手帳をお持

ちの方

※手助けを必要とせず避難できる方、助けを

呼べる方、避難誘導などができる親族など

が近くにいる場合は原則として対象外

●問い合わせ　福祉課　内線１２４

　もえるごみを近くのごみステーションまで

持ち出すことが困難な世帯に対し、ごみ出し

支援を行います。

●対　象

上記避難行動要支援者名簿登録者で、自力

でごみステーションまでごみを運び出すこ

とが困難な世帯

●収集方法

玄関先など、事前に取り決めた場所に出さ

れたもえるごみをごみステーションまで運

搬

●事業開始　７月１日（予定）

●手数料　50円／１回

●申し込み

ごみ出し支援申込書を区長、自治会長また

は地区民生委員へ

※ごみ出し支援申込書は環境課、各地区コ

ミュニティセンターで配布または町ホー

ムページからダウンロード可

●問い合わせ　環境課　内線２８３

ごみ出し支援を
希望する方へ

新規
事業
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